
令和４年度 第１回 庄内町総合教育会議次第 

日時／令和４年 10月 25日（火）午前９時 00分 

場所／本庁舎 B棟 会議室１ 
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（１）教育行政にかかる課題について 

 

主な課題 内     容 

【町長】 

給食費の保護者負担軽減 

について 

 

給食費の無償化について 

【事務局】 

育英事業について 

 

 

今後の貸し付けの在り方について 

【事務局】 

休日の部活動の地域移行に

ついて 

 

今後の町の進め方、スケジュールについて 

 

 

【前回の未協議事項】 

庄内町の子どもの読書活動

について 

 

読書好きの子どもを増やすには 

 



 

 

学校給食費の無償化にかかる山形県および全国の資料 

 

〇庄内町の学校給食状況（R4.5.1現在） 

 小学校 5校 849人 

 中学校 2校 550人        計 1,399人 

 その他園児 5園 258人（からふる含む）  園児含む計 1,657人 

 小中学校教諭・職員 7校 193人 

 幼稚園教諭ほか   5園  47人   教諭・職員等含む計 1,897人 

 給食費 

 ・小学校 250円（県内で無償化等を除き 1位）※最高は 300円 

 ・中学校 300円（県内で無償化等を除き 2位）※最高は 360円 

 ・幼稚園 240円（ごはん持参） 

 

〇山形県内の学校給食費無償化の状況（カッコ内数値は R3.5.1現在） 

全額無償化 

・鮭川村…H29～小中学校全部（小 1校 179人、中 1校 72人） 

・寒河江市…R2～小中学校全部（小 9校 2,090人、中 3校 1,122人） 

・中山町…R4のみ（小 2校 483人、中 1校 282人） 

全額・半額無償化 

・大江町…R4～小学校半額、中学校全額（小 2校 343人、中 1校 169人） 

半額無償化 

・河北町…R4～小中学校全部（小 6校 817人、中 1校 428人） 

・西川町…R4～小中学校全部（小 1校 159人、中 1校 124人） 

・尾花沢市…R4～小中学校全部（小 5校 604人、中 2校 349人） 

※その他県内で一部補助を実施 7市町 

 

〇全国の学校給食無償化の状況（平成 29年度調査実施資料：全国自治体数 1,740） 

1 小中学校とも実施 76自治体 

2 小学校のみで実施  4自治体 

3 中学校のみで実施  2自治体  計 82自治体（4.7％） 

 ※1～3以外で一部無償化、一部補助を実施 424自治体（24.4％） 

・小中学校とも実施している 76自治体の対象児童・生徒数の構成 

 小学校               中学校 

 200人未満  40自治体（52.6％）   200人未満 52自治体（68.4％） 

 400人未満  10自治体（13.2％）   400人未満 12自治体（15.8％） 

 800人未満  15自治体（19.7％）   800人未満  9自治体（11.8％） 

 800人以上  11自治体（14.5％）   800人以上  3自治体（ 4.0％） 
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第12表

年度別１食当たり保護者負担分学校給食費（完全給食）の推移（公立）

各年５月１日現在

平成23年は10月１日現在

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ Ｈ２０ Ｈ２１ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

山形市 255 255 255 255 265 265 265 265 265 265 265 295 295 295 295 295 295 295 305 305 305 305 305 305 305

上山市 250 250 250 260 260 260 260 260 260 280 280 290 290 290 290 290 290 300 300 300 300 300 300 323 323

天童市 249 250 250 250 260 260 260 260 260 280 280 290 290 290 290 290 290 290 300 300 300 300 300 320 320

山辺町 254 255 255 262 262 262 262 262 262 275 275 297 297 297 297 297 297 305 305 305 305 305 305 320 320

中山町 - - - - 260 261 260 260 260 278 278 - - - - - - - 300 300 300 300 300 320 320

寒河江市 260 260 260 260 260 260 280 280 280 300 300 280 - - 295 295 295 295 295 295 310 310 310 330 330

河北町 266 266 266 273 273 273 273 273 273 287 287 - - - - - - - - - - - 313 329 329

西川町 264 260 260 270 260 260 260 290 290 290 290 - - - - 310 310 320 310 310 310 350 350 350 350

朝日町 266 265 265 265 280 280 280 280 280 280 280 - - - - - - - - - - -    -    -    -

大江町 270 270 270 270 280 280 280 280 280 280 280 - - - - - - - - - - 315 315 315 325

村山市 280 280 280 288 288 288 288 288 288 288 288 - - - - - - - - - - -    - 352 352

東根市 252 252 252 262 262 262 262 262 262 273 273 290 295 295 295 295 295 305 305 305 305 305 305 321 321

尾花沢市 271 254 271 279 283 283 282 281 281 290 290 298 299 301 298 297 298 305 305 306 305 305 305 320 320

大石田町 265 265 265 290 290 290 290 290 290 290 290 295 295 295 295 295 295 320 320 320 320 320 320 320 320

新庄市 264 265 265 275 275 275 275 275 275 300 300 - - 300 315 315 315 325 325 328 328 328 328 360 360

金山町 276 276 270 270 270 277 270 270 270 270 270 289 289 289 310 310 305 305 305 312 305 305 305 305 305

最上町 275 275 275 285 285 285 285 285 285 285 285 295 302 305 305 305 305 315 315 315 315 315 315 315 315

舟形町 260 260 260 265 265 265 265 265 265 265 265 290 290 275 300 300 300 310 310 310 315 310 310 310 310

真室川町 265 268 265 275 275 275 275 275 275 275 275 - 315 315 315 313 315 325 325 325 325 325 325 325 325

大蔵村 245 245 245 245 245 245 245 245 255 255 255 295 280 280 280 280 280 280 290 290 290 290 290 290 290

鮭川村 269 270 270 280 280 273 280 280 285 285 285 315 318 316 323 315 310 325 325 353 325 325 330 330 330

戸沢村 270 270 270 280 280 280 280 280 280 280 － 310 310 310 310 310 310 320 320 320 320 320 320 320 -

米沢市 261 260 260 270 270 270 270 270 280 280 280 300 310 311 309 310 310 320 320 320 320 320 330 330 330

南陽市 255 255 255 262 262 262 262 262 266 266 266 290 292 290 290 290 290 298 298 298 298 298 322 322 322

高畠町 258 258 258 265 265 265 267 267 283 283 283 - 300 300 300 300 300 309 309 309 320 320 335 335 335

川西町 242 243 268 274 274 278 274 277 285 287 288 285 261 261 270 270 295 305 305 295 305 305 315 315 315

長井市 232 218 232 235 236 235 235 234 234 234 255 273 279 308 280 264 274 276 277 275 276 275 275 275 299

小国町 283 283 283 270 270 270 270 270 270 280 280 - - - - - - 320 320 320 320 320 320 330 330

白鷹町 257 254 254 262 262 262 262 262 262 262 262 295 295 295 296 295 295 304 304 304 304 304 304 304 304

飯豊町 269 238 269 276 276 276 276 276 276 276 276 300 300 300 300 256 300 308 308 308 308 308 308 308 308

鶴岡市 250 250 250 258 258 258 258 258 270 270 270 290 290 290 290 290 290 299 299 299 299 299 310 310 310

庄内町 254 254 254 261 261 261 261 250 250 250 250 296 296 296 295 296 296 304 304 304 304 300 300 300 300

三川町 240 240 240 250 250 250 250 250 260 260 260 280 280 280 280 280 280 290 290 290 290 290 300 300 300

酒田市 245 245 245 260 260 251 260 260 260 260 260 288 289 286 291 290 290 305 305 305 305 305 305 305 305

遊佐町 238 240 240 250 250 249 250 250 250 260 260 268 268 268 268 275 275 290 290 290 290 290 290 310 310

県立 - - - - - - - - - - - - - - - - 320 320 320 320 320 320

県平均 259.8 254.8 255.9 262.8 264.9 267.1 267.8 268.3 270.5 275.4 275.9 292.3 293.3 294.0 295.8 296.0 296.2 304.0 306.0 307.0 307.2 308.7 311.3 318.4 319.4

対前年度比
　　　　(%)

0.5 △ 1.9 0.4 2.7 0.8 0.8 0.3 0.2 0.8 1.8 0.2 5.9 0.3 0.2 0.6 0.1 0.1 2.6 0.7 0.3 0.1 0.5 0.8 2.3 0.3

（注）

調査対象は完全給食を実施している公立の学校とする。義務教育学校は含まない。

ここで言う給食費は、「平均月額に11を乗じた数を年間給食日数で除した値」であり、端数処理等の関係で実際の保護者負担分学校給食費とは異なる

場合がある。

寒河江市及び鮭川村については、 完全無償化により保護者負担額はないため、実質かかる経費を記載。

設置者名

小　　学　　校 中　　学　　校中学校
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小学生 中学生
第3子以
降の子

その他
米飯代等

1 山形市 〇
●
一部

●
一部

●
一部

小学生及び中学生全員
①米飯給食費の一部
②給食費の一部

①米飯の使用米を「普
通米」から「はえぬき」等
にしていることにより一
部補助（差額の1/2）
②山形県学校給食食
育・地産地消促進事業
に該当していること。

・※正確な
実施時期
は不明だ
が、以前
から助成
有

2 上山市 〇

3 天童市 ○
●
全額

4月1日現在、満18歳未満の子を
３人以上養育し、そのうち年長
の子から数えて３番目以降の子
が小中学校及び特別支援校の
小中学部（市外の学校含む）に
在学している保護者

対象となる第3子以降
の児童生徒の学校給
食費の全額を助成

・対象となる児童生徒とと
もに市内に住所がある保
護者（就学などで上の子の
住所が市外でも可）
・学校給食費を滞納してい
ない保護者

4 山辺町 〇
●
一部

●
一部

●
一部

小学生及び中学生全員

・米飯代の一部　山辺町
学校給食における県産米
消費拡大支援事業として
小学校＠10円、中学校＠
13円を補助。但し、計画
給食回数に対して、米飯
学校給食の回数が週４回
に至る上限回数まで。
・給食費の一部　地域ブ
ランドを活用した地産地
消給食事業補助金として
指定食材に対して340～
890円/kgを補助。

※これまで
報告され
ていませ
んでした

5 中山町
○
拡充

●
全額

●
全額

小学生及び中学生全員 給食費の全額

・対象の児童生徒及び保
護者の住所が町内にある
こと。
・給食費への公的給付を
受けている場合は、助成の
範囲から当該給付額を除
く。

・資料あり
・R3年度2学
期から全額助
成開始
・R5年度以降
は給食費徴
収予定

6 寒河江市 ○
●
全額

●
全額

寒河江市内の小中学校の児童
生徒であること

給食費の全額
・助成内容は
HPに掲載（資
料あり）

7 河北町
○
拡充

●
143円/食

●
164円/食

町内の学校に在学している小学
生及び中学生の保護者

給食費１食当たり以下
の金額を助成（半額相
当）
小学生143円、中学生
164円

・前年度末までに学校給食
費に未納がないこと
・国や県から給食費への公
的給付を受けていないこと

・資料あり

8 西川町 ○
●
半額

（145円/食）

●
半額

（175円/食）

町立小・中学校に在籍する児童
生徒の保護者

児童生徒の学校給食
費の半額を助成

・学校給食費を滞納してい
ないこと
・国や県から給食費への公
的給付を受けている場合
は、助成額から給付相当
額を除いた額を助成対象
額とする

・要綱あり
・資料あり

9 朝日町 ○ ● 小学生及び中学生全員

町内農産物（米、野
菜、果物）を買い上げ
給食に提供した経費の
全額

令和５年２月までの任意
の６か月間

・要綱あり

10 大江町
○
拡充

●
半額

●
全額

小学生及び中学生全員（左沢小
学校・本郷東小学校・大江中学
校に在籍している児童生徒）

小学生は給食費の半
額、中学生は給食費の
全額

・学校給食費を滞納して
いないこと。
・国や県から給食費へ
の公的扶助を受けてい
ないこと。

・資料あり

11 村山市 ○
●
全額

18歳以下の子を３人以上有して
いる場合の、３人目以降の児童
等の保護者

給食費の全額

・国や県から給食費の給付
を受けている場合、助成額
からその給付額を引いた
額を給付する。
・住所が市内にあること
・学校給食費を滞納してい
ないこと

12 東根市 ○
●

18円/食
市立小・中学校に在籍する小
学生及び中学生全員

米飯代の一部（一食あ
たり18円）

13 尾花沢市 ○
●
半額

●
半額

●
全額

①市立小中学校までの義務教育期
間に３人以上在籍している世帯で、
３人目以降の給食費がかかる児童
生徒の保護者
②市内小中学生

①給食費の全額
②給食費の半額助成

①生活保護法に該当して
いる場合及び市税等・給食
費を滞納している場合は除
外

・要綱あり

14 大石田町 ○

助成の対象者 助成の範囲 その他の要件等

令和４年度　山形県における学校給食費（保護者負担分）に対する助成等の実施状況

※前年度からの変更に下線

No 市町村名
実施
有り

実施有りの場合の、実施内容

実施
無し

備考
助成内容等（詳細は、右欄参照→）
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小学生 中学生
第3子以
降の子

その他
米飯代等

助成の対象者 助成の範囲 その他の要件等

令和４年度　山形県における学校給食費（保護者負担分）に対する助成等の実施状況

※前年度からの変更に下線

No 市町村名
実施
有り

実施有りの場合の、実施内容

実施
無し

備考
助成内容等（詳細は、右欄参照→）

15 新庄市
○ ●

15円/食
●

20円/食

市内の小学校・中学校・義務教
育学校に在籍する児童及び生
徒の保護者

・児童（小学生）の学校給
食費の一食あたり15円を
助成
・生徒（中学生）の学校給
食費の一食当たり20円を
助成

・R2～助
成開始

16 金山町
○
拡充

●
50円/食

金山町立の小中学校に在籍す
る児童・生徒の保護者

児童・生徒の米飯給食
１食につき50円を助成

17 最上町 ○

18 舟形町 ○

19 真室川町 ○
●

25円/食
●

25円/食

●
地産地消給
食に助成
300円/食
（年3回ま
で）

小学生及び中学生全員及び教
職員等

・提供する食数１食あ
たり25円
・地元食材を利用した
地産地消給食の食数１
食あたり300円（年３回
まで）

・要綱あり

20 大蔵村 ○ ●
村立小・中学校に在籍する児童
生徒の保護者

児童生徒の米飯代を
助成

21 鮭川村 ○
●
全額

●
全額

村立小・中学校に在籍する児童
生徒の保護者

児童生徒の学校給食
費の全額を助成

・H29～

22 戸沢村 ○

23 米沢市 ○

24 南陽市 ○

●
所得に
応じた
助成

当該年の3月1日現在南陽市に
住所を有し、市立小中学校に在
籍する第3子以降の児童生徒の
保護者

所得に応じて、学校給
食費の全額、または半
額、または1/4を助成

生活保護の受給者でな
いこと

・資料あり

25 高畠町 ○

26 川西町 ○

27 長井市 ○
●

10円/食
●

10円/食
●
一部

①市立小・中学校に在籍する児
童生徒の保護者
②市立小・中学校及び米沢養護
学校長井校・西置賜校に在籍す
る児童生徒の保護者

①児童生徒の学校給
食費の副食1食あたり
10円を助成
②米飯給食に係る経
費の一部を助成（はえ
ぬき二等米とレイン
ボープラン認証はえぬ
き一等米との格差分）

・要綱あり

28 小国町 ○

29 白鷹町 ○
●
一部

●
一部

小学生、中学生及び教職員全
員

基本物資の値上がり
分

・要綱あり

30 飯豊町 ○
●
一部

●
一部

●
食材の
助成

小中学生及び教職員全員

・1食当たりの給食費を
上回った賄材料費分
・農林振興課から町内
産の野菜、肉等の助成
あり

・※正確な
実施時期
は不明だ
が、以前
から助成
有

31 鶴岡市 ○
●
全額

満18歳未満の子のうち第3子以
降の子が、小中学校及び特別
支援学校の小中学部に在学し
ている保護者

第3子以降の児童生徒
の学校給食費の全額
を助成

対象の児童生徒及び保護
者の住所が市内にあるこ
と。
国・県・市から給食費への
公的給付を受けている場
合は、助成額から給付相
当額を除いた額を助成対
象額とする。
助成金額は、鶴岡市学校
給食費の金額を上限とす
る。

32 庄内町 ○

33 三川町 ○

34 酒田市 ○
●
一部

小学生及び中学生全員

酒田市米消費拡大推
進協議会による一等米
と二等米の価格差（相
当額）負担

35 遊佐町 ○
●
一部

小学生及び中学生全員
一等米と二等米の価
格差（相当額）負担

・※正確な
実施時期
は不明だ
が、H28以
降は助成
有



 

令和４年度庄内町育英資金貸付者募集要項 
 
１ 貸 付 金 額 

高 等 学 校 月額 ９,９００円以内 

高 等 専 門 学 校 月額 １９,０００円以内 

専 修 学 校 
(高等課程・専門課程) 

月額 ３１,０００円以内 

短 期 大 学 月額 ３１,０００円以内 

大 学 月額 ４３,０００円以内 

入学時の一時金貸付 
（高校・高専校は除く。） 

※ ５００,０００円以内 

      
 

   
２ 貸 付 対 象 

       庄内町に住所を有し、町税等の滞納がない方の子で､ 学資の支弁が困難と認められる学生､ 
生徒。なお、在学中の学生、生徒も対象としています。  

 
３ 申し込み受付期間 

       令和４年２月１４日（月）～３月18日（金）  
 
  ４ 申し込み手続き 
       下記の書類を教育課教育総務係に提出してください。 
 

①  育英資金貸付願書 (様式第１号) 
 

② 家族の令和３年分の源泉徴収票の写又は確定申告書の写等 
  （家族の中で収入のある方全員の所得がわかるもの） 

 
       ③ 出身校又は在学校の長の推薦書（様式指定なし）  
 
       ④ 学校長（これに準ずる者を含む）の証明のある最近の学業成績書（様式指定なし） 
 
       ⑤ 在学証明書又は合格通知書の写し 

※合格発表日等の都合により、合格通知書の写しの提出が遅れる場合は、⑤以
外の書類を先に提出してから、後日提出してもかまいません。ただし、教育
総務係までその旨連絡願います。  

 
  ５ 貸 付 決 定 
       ３月下旬に選考・決定してから文書で通知します。 
   （※日本学生支援機構の第一種奨学金の基準を準用して選考します。）  
 
  ６ 貸 付 方 法 
       年４期（４月,７月,１０月,１月）に分けて、指定の口座に振り込みます。  

（※入学時の一時金貸付は４月中に振り込む予定です） 
 
 ７ 返 還 方 法 
       貸付金は卒業後､ 貸付を受けた期間に３年を加えた期間内に返還していただきます｡ 
               
  ８ 申し込み・問い合わせ先 

教育課教育総務係 電話 ０２３４（４３）０１２６ 
   
 9 そ の 他 
       庄内町育英資金貸付基金条例及び庄内町育英資金貸付基金条例施行規則もご覧ください。  
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各学校授業料等調べ

令和４年度

貸付区分 学校名 区分 入学金 授業料（年額） 授業料（月額）
町育英資
金貸付額

備考

山形大学 国立 282,000 535,800 44,650 標準額

東北公益文科大学 私立 270,000 650,000 54,167

東北学院大学（教養） 私立 270,000 874,000 72,833

早稲田大学（教育・文） 私立 200,000 960,000 80,000

東北文教大学短期大学部 私立 280,000 620,000 51,667

米沢女子短期大学 県立 140,000 390,000 32,500

山形調理師専門学校 私立 200,000 675,800 56,317

鶴岡市立荘内看護専門学校 公立 50,000 240,000 20,000

高専 鶴岡工業高専学校 国立 84,600 234,600 19,550 19,000 標準額

庄内総合高校 県立 5,650 118,800 9,900

酒田南高校 私立 170,000 492,000 41,000

羽黒高校 私立 150,000 492,000 41,000

45,000 自宅通学

51,000 自宅外通学

54,000 自宅通学

64,000 自宅外通学

45,000 自宅通学

51,000 自宅外通学

53,000 自宅通学

60,000 自宅外通学

18,000 自宅通学

23,000 自宅外通学

30,000 自宅通学

35,000 自宅外通学

大学

短大

専修学校

高校

43,000

31,000

31,000

9,900
授業料については、高
等学校等就学支援金制
度により実質無償化

大学

短大・専修

山形県高等学校奨学金

日本学生支援
機構（第一種・
無利息）

国公立

私立

国公立

私立

県立

私立
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庄内町育英資金（基金、新規貸付）状況

人数 金　額 人数 金　額 人数 金　額 人数 金　額 人数 金　額 人数 金　額

17 88,500,000 59 19,423,800 18,791,900 14,662,400 12 4,176,000 7 1,674,000 19 5,850,000

18 119,712,000 31,212,000 57 25,024,800 21,346,500 15,785,700 7 3,612,000 2 744,000 3 345,600 12 4,701,600

19 126,712,000 7,000,000 52 23,169,600 22,730,040 15,824,340 9 4,644,000 4 1,488,000 13 6,132,000

20 128,892,000 2,180,000 54 23,424,000 24,384,320 17,788,560 14 7,224,000 2 744,000 1 228,000 3 356,400 20 8,552,400

21 131,275,000 2,383,000 70 30,544,200 22,041,380 10,256,600 18 9,288,000 8 1,116,000 6 712,800 32 11,116,800 33

22 133,565,000 2,290,000 84 35,649,600 19,692,060 8,311,720 17 8,385,000 6 2,232,000 3 356,400 26 10,973,400 27

23 148,590,000 15,025,000 86 47,666,000 23,403,690 11,591,260 17 14,772,000 10 6,020,000 27 20,792,000 29

24 177,090,000 28,500,000 90 49,842,400 25,999,910 10,072,620 21 15,900,000 9 6,448,000 1 228,000 2 237,600 33 22,813,600 33

25 200,090,000 23,000,000 90 48,634,600 32,741,990 19,161,390 17 12,744,000 8 5,764,000 1 228,000 26 18,736,000 28

26 226,090,000 26,000,000 103 55,861,400 33,321,290 15,597,380 18 15,788,000 12 6,764,000 2 456,000 1 118,800 33 23,126,800 33

27 246,090,000 20,000,000 106 58,484,000 37,740,580 13,820,790 21 17,636,000 9 6,648,000 1 228,000 1 59,400 32 24,571,400 32

28 266,090,000 20,000,000 95 49,715,600 44,585,928 25,528,128 15 12,668,000 5 3,360,000 2 456,000 1 118,800 23 16,602,800 26

29 284,090,000 18,000,000 85 46,154,800 46,492,301 35,208,409 16 12,256,000 5 3,360,000 21 15,616,000 31

30 294,090,000 10,000,000 72 38,491,800 47,283,203 53,009,152 9 7,015,000 4 3,488,000 3 684,000 16 11,187,000 28

1 304,090,000 10,000,000 53 27,013,800 56,400,982 81,574,364 4 3,564,000 3 2,184,000 7 5,748,000 12

2 304,090,000 0 40 20,969,000 53,130,588 113,251,252 8 5,628,000 2 1,244,000 10 6,872,000 12

3 304,090,000 0 32 18,962,800 52,299,130 145,967,882 6 5,596,000 4 2,988,000 1 118,800 11 8,702,800 19

4 304,090,000 0 27 13,424,000 29,540,376 162,084,258 4 2,564,000 1 372,000 5 2,936,000 10

5 304,090,000 0 30 18,218,800 23,276,837 167,142,295 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

6 304,090,000 0 29 16,873,600 20,606,333 170,875,028 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

7 304,090,000 0 30 16,848,400 16,677,000 170,703,628 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

8 304,090,000 0 35 19,140,400 13,333,786 164,897,014 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

9 304,090,000 0 36 19,368,400 11,488,786 157,017,400 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

10 304,090,000 0 36 19,368,400 19,085,200 156,734,200 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

11 304,090,000 0 36 19,368,400 18,152,800 155,518,600 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

12 304,090,000 0 36 19,368,400 19,026,400 155,176,600 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

13 304,090,000 0 36 19,368,400 18,070,000 153,878,200 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

14 304,090,000 0 36 19,368,400 18,211,600 152,721,400 6 6,096,000 2 1,744,000 1 228,000 1 118,800 10 8,186,800

H23より入学一時金開始

申込者
貸付額

返還すべき額
大学・大学院 短大・専修収支残高 高等専門学校 高等学校 合　　計年度 基金額 一般会計より

運用額 新規貸付状況
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休日の部活動の段階的な地域移行

取り組む内容
Ⅰ活動時間の適正化
Ⅱ地域スポーツ・文化環境の整備
Ⅲ地域部活動・合同部活動の推進
Ⅳ教師の兼職兼業による地域活動への
参画についての検討
Ⅴ地方大会の在り方の整理

活動体制

一般社団法人庄内町総合型スポーツクラブ コメっちわくわくクラブ

学校・町・コメっち・響ホールが定期的に情報共有
ガイドラインに基づき適正な活動かチェック

通常教室

ラージ
ボール

グラウン
ドゴルフ

エアロ
ビクス

年会費
保険料
月 謝

響ホール

事業推進協議会

バスケ部

中学生コース（追加）運動部

吹奏
楽部

美術部

合唱部

R4年度

•モデルケースでは休日

は顧問がつかないで練

習を行う

•他の部活動は、可能な

限り休日は顧問がつか

ないで練習を行う

R5年度

•どの部も月１回以上は

顧問がつかないで練習

する（すでに達成して

いる部はさらに上の段

階を目指す）

R6年度

•どの部も月2回以上は

顧問がつかないで練習

する（すでに達成して

いる部はさらに上の段

階を目指す）

R7年度

•すべての部で、休日の

完全地域移行の状況を

年度末までつくる

R8年度

•休日の部活動は完全

地域で実施

文化部

中学校町

R4.10.25
総合教育会議資料 3

卓球部

剣道部

陸上部

ソフトテ
ニス部

ソフト
ボール部

サッカー
部

野球部

バレー部

体操
クラブ

柔道部

バドミント
ンクラブ

※指定管理者コメっちわくわくクラブは、スポーツ協会・スポ少本部の事務局を担っている

他 他 年会費+保険料+月謝

改革の方向性
・休日に教師が部活動の指導に携わる
必要がない環境を整備
・生徒の活動機会確保のため、休日に
おける地域のスポーツ・文化活動を
実施できる環境を整備

具体的な方策
・休日の部活動の段階的な移行
（令和５年度～7年度が集中期間)
・合理的で効果的な部活動の推進

TSB31-086
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※2 本資料における「スポーツ」には障害者スポーツを、「中学校」には特別支援学校中学部等を含む。体制例は、あくまでも一例である。

地域スポーツクラブ活動体制整備事業等

方向性・目指す姿

事業内容

令和5年度要求・要望額 10,193,182千円

（前年度予算額 1,517,423千円）

○令和５年度以降の休日の運動部活動の段階的な地域移行と地域スポー
ツ環境の一体的な整備に向け、スポ―ツ団体等の整備充実、指導者確
保、参加費用負担への支援等を総合的に推進。

○地域の実情に応じスポーツ活動の最適化を図り、体験格差を解消。

○ 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに継続して親しむことができる機会を
確保。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

○ 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

○ 地域の持続可能で多様なスポーツ環境を一体的に整備し、多様な体験機会を確保。

Ⅰ．運動部活動の地域移行に向けた支援 7,669百万円

①コーディネーター配置支援等体制整備（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

・地域スポーツクラブ活動の運営団体・実施主体と中学校との連絡調整・安全管理、指導者
の派遣管理等を行うコーディネーターを配置する。

③指導者配置支援等体制整備等
・実技指導等を行う指導者を配置（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1するとともに、
広域的な人材バンクを設置（補助割合：国1/3、都道府県2/3）する。

・指導者養成のための講習会等の開催や、資格制度の改革等を行う。
（日本スポーツ協会補助・日本パラスポーツ協会補助【再掲】 ）

④参加費用負担への支援（補助割合：国1/２、市区町村（指定都市含む）1/２）

経済的に困窮する世帯の子供が地域スポーツクラブ活動に参加できなくならないよう、
地域移行に伴い新たに必要となる会費等について支援を行う。

事業
スキーム

ス

ポ

ー

ツ

庁

活 動 体 制

地域スポーツクラブ活動
運営団体・実施主体例

スポーツ協会

大学

総合型地域
スポーツクラブ

プロスポーツ
チーム競技団体

民間
事業者

地域での
多様な活動

JSPO／JPSA

市

区

町

村

（
ス
ポ
ー
ツ
担
当
部
局
・
教
育
委
員
会
・
福
祉
部
局
等
）

都

道

府

県

（
ス
ポ
ー
ツ
担
当
部
局
・
教
育
委
員
会
・
福
祉
部
局
等
）

指導者養成支援

④
参
加
費
用
負
担
へ
の
支
援

③
指
導
者
配
置
支
援
等

②
運
営
団
体
・
実
施
主
体
の
整
備

①
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
支
援

・
人
材
バ
ン
ク
設
置

・
総
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置

地
域
移
行
を
総
合
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
総
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置 中

学

校

協
議
会

連携

・連絡調整
・安全管理
・外部指導者の
派遣管理等

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

・都道府県・市区町村において、関係者との連絡調整・指導助言等を行う総括コーディ
ネーターの配置や協議会の設置等の体制を構築する。

アドバイザー事務局を設置し、全国の自治体等からの相談業務やアドバイザー派遣等を行う。

地域学校
協働本部等

体制例① 体制例② ＜民間／総合型地域スポーツクラブが運営団体＞＜市区町村が運営団体＞

協
議
会

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

参加

公民館

スイミングスクール

民間スポーツ施設

社会体育施設

指導者

野球チーム サッカーチーム

総合型地域スポーツクラブ
指導者

体験型キャンプ複数種目

Ⅱ．アドバイザー事務局の設置・派遣等 142百万円

Ⅲ．地域における新たなスポーツ環境の構築等 366百万円

②運営団体・実施主体の整備充実（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

地域スポーツクラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実のため、持続可能な運営に向け
た体制整備や質の確保に係る取組等を支援する。

・実施主体の指導者
・公認スポーツ指導者
・スポーツ推進委員
・部活動指導員の活用
・退職教師
・教師（兼職兼業）
・企業関係者
・保護者
・大学生 等

※3 toto助成については、助成メニュー（施設整備・マイクロバス配置等）の中で、運動部活動の地域移行に特化した支援を検討中。

バスケットボール

バレーボール

野球

市区町村が、スポーツ団体、大学、
民間事業者、地域学校協働本部等と連携

指導者

学校体育施設

複数種目 レクリエーション

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

スポーツ
少年団

※市区町村が自ら運営団体となることもある。

人材

地域スポーツクラブ活動のモデル創出（全運動部活動を地域スポーツクラブ活動とする取組、
複数種目・体験型キャンプの取組等）に係る実践研究、拠点校における合理的で効率的な
活動の推進、子供にとって望ましい大会の推進等に取り組む。

クラブチーム

フィットネス
ジム

保護者会

部活動指導員の配置を充実 【18,000人】

Ⅳ．中学校における部活動指導員の配置支援 2,016百万円

各学校や拠点校に部活動指導員を配置し、教師に代わる指導や大会引率を担うことにより、

生徒のニーズを踏まえた充実した活動とする。 （補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1 ※1 補助割合について、都道府県又は指定都市の場合は、国1/3、都道府県・指定都市2/3。
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部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行に向けた
環境の一体的な整備
方向性・目指す姿

事業内容

令和5年度要求・要望額 118億円

（前年度予算額 18億円）

○令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行と地域スポーツ・文
化環境の一体的な整備に向け、スポ―ツ団体等や文化芸術団体等の整
備充実、指導者の確保、参加費用負担への支援等を総合的に推進。

○地域の実情に応じスポーツ・文化活動の最適化を図り、体験格差を解消。

○ 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことがで
きる機会を確保。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

○ 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

○ 地域の持続可能で多様なスポーツ・文化環境を一体的に整備し、多様な体験機会を確保。

Ⅰ．部活動の地域移行に向けた支援 88.1億円

①コーディネーター配置支援等体制整備 （補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）

※1

・地域スポーツクラブ活動／文化倶楽部活動の運営団体・実施主体と中学校との連絡調整・
安全管理、指導者の派遣管理等を行うコーディネーターを配置する。

③指導者配置支援等体制整備等
・実技指導等を行う指導者を配置（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1するとともに、
広域的な人材バンクを設置（補助割合：国1/3、都道府県2/3）する。

・指導者養成のための講習会等の開催や、資格制度の改革等を行う。
（地域スポーツクラブ活動においては、日本スポーツ協会補助・日本パラスポーツ協会補助【再掲】 ）

④参加費用負担への支援（補助割合：国1/2、市区町村（指定都市含む）1/2）

経済的に困窮する世帯の子供が地域スポーツクラブ活動／文化倶楽部活動に参加で
きなくならないよう、地域移行に伴い新たに必要となる会費等について支援を行う。

※2 本資料における「スポーツ」には障害者スポーツを、「文化芸術」には、障害者芸術を、「中学校」には特別支援学校中学部等を含む。
体制例は、あくまでも一例である。部活動指導員の配置を充実 【21,000人（運動部：18,000人、文化部：3,000人）】
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校
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団体

連携

・連絡調整
・安全管理
・外部指導者の
派遣管理等

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

・都道府県・市区町村において、関係者との連絡調整・指導助言等を行う総括コーディネー
ターの配置や協議会の設置等の体制を構築する。

アドバイザー事務局を設置し、全国の自治体等からの相談業務やアドバイザー派遣等を行う。

地域スポーツクラブ活動のモデル創出や拠点校における活動充実に向けた実践研究等を実施。

地域学校
協働本部等

休日の活動日数・時間が多い吹奏楽部等に対して、指導者や活動場所の確保等の対応を行う。

体制例① 体制例② ＜民間／総合型地域スポーツクラブが運営団体＞＜市区町村が運営団体＞

協
議
会

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

参加

公民館

スイミングスクール演劇クラブ

民間スポーツ・文化施設

社会体育施設

指導者 指導者

野球チーム サッカーチーム

総合型地域スポーツクラブ
指導者

体験型キャンプ複数種目

Ⅴ．中学校における部活動指導員の配置支援 23.5億円

各学校や拠点校に部活動指導員を配置し、教師に代わる指導や大会引率を担うことにより、
生徒のニーズを踏まえた充実した活動とする。 （補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

Ⅱ．アドバイザー事務局の設置・派遣等 1.4億円

Ⅲ．地域における新たなスポーツ環境の構築等 3.7億円

Ⅳ．地域文化倶楽部支援事業 0.8億円

②運営団体・実施主体の整備充実（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

地域スポーツクラブ活動／文化倶楽部活動の運営団体・実施主体の整備充実のため、持
続可能な運営に向けた体制整備や質の確保に係る取組等を支援する。

・実施主体の指導者
・公認スポーツ指導者
・スポーツ推進委員
・部活動指導員の活用
・退職教師
・教師（兼職兼業）
・企業関係者
・保護者
・大学生 等

※3 toto助成については、助成メニュー（施設整備・マイクロバス配置等）の中で、運動部活動の地域移行に特化した支援を検討中。

バスケットボール 吹奏楽

バレーボール

野球

市区町村が、スポーツ・文化団体、大学、
民間事業者、地域学校協働本部等と連携

指導者

学校体育施設

複数種目 レクリエーション

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

スポーツ
少年団

※市区町村が自ら運営団体となることもある。

人材

※1 補助割合について、都道府県又は指定都市の場合は、国1/3、都道府県・指定都市2/3。
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Ⅰ．運動部活動の地域移行に向けた一支援【補助事業】 7,669百万円

令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業 積算の考え方
令和５年度の開始から７年度末までを休日の部活動の地域移行の改革集中期間とし、初年度となる令和５年度は、
全国で約３割程度の運動部活動において地域移行が進むことを目標に支援する。

①コーディネーター配置支援等体制整備（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）
（１）コーディネーターの賃金・謝金
〇総括コーディネーター経費（都道府県・市区町村に各１名配置する想定）

1,296千円×1,788人×補助率1/3＝772,416千円
〇コーディネーター経費（3,000中学校区に各１名配置する想定）

1,296千円×3,000人×補助率1/3＝1,296,000千円
（２）事務局運営費

〇都道府県：245千円×47都道府県×補助率1/3＝3,838千円
〇市区町村：440千円×1,741市区町村×補助率1/3＝255,347千円

（３）困窮世帯支援に係るシステム設置・改修等事務費
258千円×1,741市区町村×補助率1/3＝149,620千円

③指導者配置支援等体制整備等（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）
（１）指導者謝金・交通費・保険料等

248千円×24,000人×補助率1/3＝985,080千円
（２）人材バンク構築費

4,000千円×47都道府県×補助率1/3＝62,667千円
※その他、日本スポーツ協会、日本パラスポーツ協会に対して、指導者養成に係る補助金を計上

②運営団体・実施主体の整備充実（補助割合：国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）
1,035千円×6,000団体×補助率1/3＝2,070,862千円

④参加者費用負担への支援（補助割合：国1/２、市区町村1/２）
休日の地域スポーツクラブ活動費 22千円×77,741人×補助率1/2＝852,236千円

※概算要求額には、上記の記載のほかにスポーツ庁事務費等（謝金・旅費・事例集作成の経費等）を含む
※上記は、あくまでも令和５年度概算要求における考え方。政府予算案の編成や国会審議など、事業実施までの間に、変更が生じる場合があることに留意。

≪賃金・謝金の単価想定について≫
賃金・謝金は、１人あたり約10万円／月として積算

≪費目≫
（１）総括コーディネーター・コーディネーターの賃金・謝金、旅費 等
（２）自治体が設置する協議会、地域移行の普及・促進のための説明会等の開催に

係る謝金、旅費、会場借料、印刷製本費、通信運搬費等
（３）経済的困窮世帯に対し、休日の地域スポーツクラブ活動費用を支給するために

係るシステム改修費、制度周知の費用（印刷製本費、通信運搬費）等
※（１）の総括コーディネーターと（２）については、文化部と共通の経費

≪費目≫受け皿となる地域スポーツ団体が活動するために必要となる事務局員の賃
金・謝金・旅費、会場借料、スポーツ用品購入費 等

≪費目≫
（１）指導者が実技指導を行うために必要となる謝金、旅費、保険料 等
（２）都道府県において人材バンクを設置するために係るシステム構築・改修費、運営

費、制度周知の費用（印刷製本費、通信運搬費等）
※（２）については、文化部と共通の経費

≪支給対象者の考え方≫
・対象者は、就学援助世帯相当に経済的に困窮している世帯に属する中学生とする
・対象者数は、令和２年度就学援助実施状況等調査による就学援助対象生徒数、部活動参加率、令和５年度の地域移行の進捗想定を踏まえ算出
≪費目≫参加費、保険料、入会金 等
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文化部活動改革~地域連携や地域文化倶楽部活動移行に向けた環境の一体的な整備~

背景課題

令和5年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行に
向け、文芸

用

"、1 圷i ニニ;

エ、文化部活動の地域移行に向けた支援(1,144百万円)
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.各中学校区レベルで、指導者の派遣管理、学校や文化施
設との連絡調整・安全管理等を行う者を配置する。

③
文化部活動指導者

配置支援等

芸術に親しむ機会
少子化の中でも、将来にわたり我が
国の子供たちが文化芸術に継続し
て親しむことができる機会を確保。

・地域文化倶楽部活動の運営団体・実施主体の整備充実
のため、持続可能な運営に向けた体制整備や質の確保に
係る取組等を支援する。

④
参加費用負担への

支援

.休日の負セ域活動において、子供たちを指導する者を配置
する。

.指導者の質・量を確保し、子供たちが安全・安心に地域活
動を実施できるよう、指導者養成のための講習等を開催す
る。

※本資料における「文化芸術」には障審者芸術を、「中学校」には特別支援学校中学部等を含む.

アウトブット(活動目標)

学校教育の質

学校の働き方改革を推進し、
学校教育の質も向上。

(地域移行に向けた改革集中期間)

.令和5年度 4,500件移行

.令和6年度 9,000イ牛移行

.令和7年度 15,000件移行

品

Ⅱ.地域文化倶楽部支援事業(フ7百万円)

.経済的に困窮する世帯の子供が地域活動に参加することが
できるよう、1也域移行にイ半し畔斤たに必要となる会費等にっい
て支援を行う。

ひ

令和5年度要求、要望額

(前年度予算額

文化部活動のうち、
質の高い多様な文化芸術活動の機会を確保できるよう、全国的な規模の文化芸術団体等が中心
となり、指導者の質・量の確保、活動場所の確保などの課題への対応を行う。

※関連:伝統文化親子教室事業

新しい価値の創出

Ⅲ、中学校における部活動指導員の配置支援事業(336百万円)

自己実現、活力ある社会と紳の強
い社会利拘。部活動の意義の継

承・発展、新しい価値の創出.

(検証、再改革期間)

・令和8年度~

'

教師に代わる部活動指導や大会引率、生徒の二ーズを踏まえた充実した活動を推進する部活動指導員
配置に対する支援を行う。
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Ⅰ．⽂化部活動の地域移⾏に向けた⼀⽀援【補助事業】 1,144百万円

令和５年度 ⽂化部活動改⾰ 積算の考え⽅
〜地域連携や地域⽂化倶楽部活動移⾏に向けた環境の⼀体的な整備〜

令和５年度の開始から７年度末までを中学校における休⽇の部活動の地域移⾏の改⾰集中期間とし、初年度となる令和５年度は、全国で約３割程度
（3,000中学校区）の⽂化部活動において地域移⾏が進むことを⽬標に⽀援する。

①コーディネーター配置⽀援（補助割合︓国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）
コーディネーターの賃⾦・謝⾦
〇コーディネーター経費（3,000中学校区に各１名配置する想定）
175,200円×3,000⼈×補助率1/3＝175,200千円

③⽂化部活動指導者配置⽀援等（補助割合︓国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）
（１）指導者謝⾦・交通費・保険料等

247,085円×4,500⼈×補助率1/3＝370,628千円
（２）⽂化部活動指導者養成講習等

732,000円×129箇所×補助率1/3＝31,476千円

②運営団体・実施主体の整備充実（補助割合︓国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）
870,000円×1,045団体×補助率1/3＝302,934千円

④参加者費⽤負担への⽀援（補助割合︓国1/２、市区町村1/２）
休⽇の地域活動費 21,925円×24,085⼈×補助率1/2＝264,032千円

※概算要求額には、上記の記載のほかに⽂化庁事務費等（謝⾦・旅費・事例集作成の経費等）を含む
※上記については、あくまでも令和５年度概算要求における考え⽅であり、事業実施までの間に、内容について変更が⽣じる場合があることに留意

≪費⽬≫
（１）コーディネーターの賃⾦・謝⾦、旅費 等

※スポーツ庁で積算している総括コーディネーター及び協議会設置等に係る事務局運営費は、
共有の経費のため、⽂化庁では積算なし

≪費⽬≫
受け⽫となる⽂化芸術団体等が活動するために必要となる事務局員の賃⾦・謝⾦・旅費、会場
借料、消耗品費 等

≪費⽬≫
（１）指導者が実技指導を⾏うために必要となる謝⾦、旅費、保険料 等
（２）各都道府県、政令指定都市、中核市において指導者養成のための講習等を開催する
経費を想定

※スポーツ庁で積算している⼈材バンク構築費は、共有の経費のため、⽂化庁では積算なし

≪⽀給対象者の考え⽅≫
・対象者は、就学援助世帯相当に経済的に困窮している世帯に属する中学⽣
・対象者数は、令和２年度準要保護⽣徒数及び被災児童⽣徒就学援助事業対象⽣徒数、休⽇に活動する⽂化部活動参加率、令和５年度の地域移⾏の進捗想定を踏まえ算出
≪費⽬≫
休⽇の地域⽂化倶楽部活動費（参加費、保険料、⼊会⾦、休⽇活動費、雑費 等）

部活動のうち、休⽇の活動⽇数・時間が多い吹奏楽部等に対して、指導者の質・量の確保、活動場所の確保などの課題へ対応するため、全国的な規模の⽂化芸術団体等へ
委託し、モデル事業を実施する。

Ⅱ．地域⽂化倶楽部⽀援事業【委託事業】 77百万円

Ⅲ．中学校における部活動指導員の配置⽀援【補助事業】 336百万円
1,000校に3,000⼈の配置を想定。年間35週、週６時間勤務、１時間あたりの報酬等単価を1,600円で積算。
（補助割合︓国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3



庄内町の子ども読書活動の推進について 

＜特徴＞ 

(1)「庄内町教育振興基本計画」「庄内町子ども読書活動推進計画」の中で読書を重視し、本が好きな

子どもがたくさんいる町、子どもに本の楽しさを伝える人がたくさんいる町をめざしています。 

(2)庄内町図書主任会は校長会傘下の会ではありますが、町指導主事、町立図書館職員も参加して学社

融合の方針のもと、読書活動推進に取り組んできました。学校教育と社会教育のゆるやかな連携は

庄内町独自の特色です。 

(3)図書主任会の協力で「庄内町子ども読書活動推進計画」第１次～第３次を作成し、町立図書館と共

に学校もこの計画を意識しながら活動してきました。 

(4)地域学校協働活動を活用し、地域と共に子供を育てる視点を持ちながら読書活動を推進してきま

した。 

※上記のような教育委員会としての取組みのほか、乳幼児期～高校生期における、切れ目のない取組みをめざ

し、保健福祉課や子育て支援センター、保育園、幼稚園等とも連携しながら、読書推進を進めています。 

＜これまでの成果＞ 

①学校図書館における小中学生への貸し出し冊数（小数点以下切り捨て） 

②読書が好きと答える生徒数（毎年 1月実施 学校図書館活用アンケート） 

  小学校 中学校 

①貸出冊数 ②好きと答える生徒 ①貸出冊数 ②好きと答える生徒 

平成２９年度 １人あたり１８３冊 ８９．８％ １人あたり３２冊 ７２．４％ 

平成３０年度 １人あたり１７５冊 ８８．６％ １人あたり３１冊 ７３．３％ 

令和元年度 １人あたり１７６冊 ８６．３％ １人あたり３１冊 ７０．５％ 

令和 2年度 １人あたり１６１冊 ８０．０％ １人あたり 28冊 ７４．５％ 

令和 3年度 １人あたり１４５冊 ７５．１％ １人あたり 25冊 ７４．６％ 

令和５年度目標値 1人あたり１５０冊 ９０．０％ 1人あたり３０冊 ８０．０％ 

③図書館に行く回数  ※学校図書館、町立図書館、公民館の図書コーナーも含む 

 小学校 中学校 

週 3回以上 1週あたり平均 週 1回以上 1週あたり平均 

令和 2年度 ８７．０％ ３．４８回 ４２．０％ ０．７７回 

令和 3年度 ７６．９％ ２．９０回 ３９．９％ ０．８１回 

令和５年度目標値  1週間に３．００回  1週間に３．００回 

               

＜課題：留意したいこと＞ 
 
  ①読書嫌いな子どもを作らない  

     目標冊数達成をねらうあまり、読書嫌いが進まないように注意。 

②学習や授業に役立つ読書を意識して 

     貸出冊数より「質を高める」を大切に。 

  ③地域・家庭と連携し読書の輪を広げる 

学校だけでなく、地域・家庭に広がる読書生活を推進しましょう。 

  

子供が 読書の楽しさや良さを感じさせる読書活動に 

   子供が 読書で地域とつながる 地域に温かく育ててもらっていると感じる読書活動に・・・ 
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総合教育会議資料 4 


	2024051025793C37D3_00　041025第1回次第、名簿、協議題
	2024051025793C37D3_01-1　学校給食費の無償化にかかる山形県および全国の資料
	2024051025793C37D3_01-2　年度別１食当たり保護者負担分学校給食費（完全給食）の推移（公立）
	2024051025793C37D3_01-3　山形県における学校給食費（保護者負担分）に対する助成等の実施状況
	2024051025793C37D3_02-1　R4育英資金募集要項
	2024051025793C37D3_02-3　R4 各学校授業料等調べ
	2024051025793C37D3_02-5　年度毎（基金額、新規貸付額）
	2024051025793C37D3_02-9　県内奨学金一覧
	2024051025793C37D3_03-1　休日の部活動の地域移行について
	2024051025793C37D3_03-2　令和5年度部活動の地域移行活動体制整備事業
	20221003073382A0A8_01（教育委員会あて）【依頼】部活動地域意向に向けた意向調査（2回目）について-
	20221003073382A0A8_02　様式１　部活動地域移行に係る意向調査調査（２）
	20221003073382A0A8_03  R5スポ庁概算要求資料
	20221003073382A0A8_04  R5文化庁概算要求（部活動地域移行）

	2024051025793C37D3_04-1　庄内町の子ども読書活動の推進について

